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令和３年  第４回  まんのう町議会定例会  

 

まんのう町告示第１５８号 

 令和３年第４回まんのう町議会定例会を次のとおり招集する。 

                           令和３年１１月２５日 

                           まんのう町長 栗田 隆義 

 

１．招集日 令和３年１２月６日 

２．場 所 まんのう町役場議場 

 

 

 

令和３年第４回まんのう町議会定例会会議録（第１号） 

令和３年１２月６日（月曜日）午前 ９時３０分 開会 

 

出 席 議 員  １６名 

    １番 鈴 木 崇 容        ２番 常 包   恵 

    ３番 小 山 直 樹        ４番 京 兼 愛 子 

    ５番 竹 林 昌 秀        ６番 川 西 米希子 

    ７番 田 岡 秀 俊        ８番 合 田 正 夫 

    ９番 三 好 郁 雄       １０番 白 川 正 樹 

   １１番 白 川 皆 男       １２番 松 下 一 美 

   １３番 三 好 勝 利       １４番 大 西   豊 

   １５番 川 原 茂 行       １６番 大 西   樹 

 

欠 席 議 員  な し 

 

会議録署名議員の指名議員 

   １５番 川 原 茂 行        １番 鈴 木 崇 容 

 

職務のため出席した者の職氏名 

   議会事務局長  常 包 英 希   議会事務局課長補佐  平 田 友 彦 

 

地方自治法第１２１条の規定により、説明のため出席した者の職氏名 

   町 長  栗 田 隆 義   副 町 長  栗 田 昭 彦 

   教 育 長  三 原 一 夫   総 務 課 長  萩 岡 一 志 
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   企画政策課長  松 浦 正 吾   地域振興課長  松 下 信 重 

   税 務 課 長  小 縣   茂   住民生活課長  山 本 貴 文 

   福祉保険課長  池 下 尚 治   健康増進課長  國 廣 美 紀 

   農 林 課 長  鈴 木 正 俊   建設土地改良課長  河 田 勝 美 

   地籍調査課長  宮 崎 雅 則   会 計 管 理 者  黒 木 正 人 

   琴 南 支 所 長  河 野 正 法   仲 南 支 所 長  多 田 浩 章 

   教育次長兼学校教育課長  香 川 雅 孝   生涯学習課長  細 原 敬 弘 

 

 

○大西樹議長  おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名であります。定足数に達しておりますので、これより令和

３年第４回まんのう町議会定例会を開会いたします。 

 招集者であります町長の御挨拶をお願いいたします。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  皆さん、おはようございます。令和３年第４回まんのう町定例議会を開

催いたしましたところ、議員各位におかれましては、年末の公私ともに大変お忙しい中、

御参集を賜りましてありがとうございます。 

 クリスマスソングが流れ、師走の声を聞くと、何やら慌ただしい今日この頃ですが、１

年のたつのは早いもので、今年もあと一月足らずとなりました。 

 今回、上程させていただいておりますのは議案１１件でございます。よろしく御審議の

上、御決定賜りますようお願い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

 日程に入るに先立ちまして、議会報告をいたします。 

 事務局長、常包英希君。 

○常包議会事務局長  御報告申し上げます。 

 初めに、議案関係について、町長より、地方自治法第１４９条の規定に基づく議案１１

件の提出があり、受理いたしました。 

 また、建設経済常任委員長より、会議規則第１４条の規定に基づく議案１件の提出があ

り、受理いたしました。 

 次に、議会に提出された報告については、組合議会関係では、中讃広域行政事務組合、

香川県後期高齢者医療広域連合議会、仲多度南部消防組合議会、香川県広域水道企業団議

会において、定例会・臨時会が開催され、決算の認定について、一般会計補正予算につい

て等の議案審議の報告がありました。 

 次に、監査関係については、監査委員より、地方自治法第２３５条の２に基づく令和３
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年８月分から１０月分の例月出納検査の報告がありました。 

 次に、期間中に陳情一件、意見書採択要望一件の提出があり、議会運営委員会で審議し

た結果、議長預かりとなっております。 

 これら議会に報告のあったものは、タブレット内の関連するフォルダに入れております

ので、御確認ください。 

 以上で、議会報告を終わります。 

○大西樹議長  議会報告を終わります。 

 

日程第１ 議会運営委員会報告 

○大西樹議長  日程第１、本日の議事日程等について議会運営委員会の報告を願いま

す。 

 議会運営委員長、大西豊君。 

○大西豊議会運営委員長  御報告申し上げます。 

 議会運営委員会の１２月定例会運営に関する報告を申し上げます。 

 １２月２日、午前９時３０分より、全員協議会室におきまして、町長、副町長、総務課

長、議長同席の下に、議会運営委員会の委員全員出席し、第４回定例会の運営について慎

重に審議いたしましたので、その結果を御報告します。 

 それでは、お手元に配付されております議事日程第１号について御説明申し上げます。 

 日程第１ 議会運営委員会報告      議会運営委員長 

 日程第２ 会議録署名議員の指名 

 日程第３ 会期の決定   本日より１２月１７日までの１２日間といたします。 

 日程第４ 町政報告 

 日程第５ 所管事務調査の委員長報告   教育民生常任委員長 

 日程第６ 所管事務調査の委員長報告   建設経済常任委員長 

 日程第７ 所管事務調査の委員長報告   総務常任委員長 

 日程第８ 議案第１号 まんのう町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例の

一部改正について 総務常任委員会付託 

 日程第９ 議案第２号 まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条

例の制定について 総務常任委員会付託 

 日程第１０ 議案第３号 まんのう町国民健康保険税条例の一部改正について 総務常

任委員会付託 

 日程第１１ 議案第４号 まんのう町国民健康保険条例の一部改正について 教育民生

常任委員会付託 

 日程第１２ 議案第５号 中讃広域行政事務組合規約の一部変更について 総務常任委

員会付託 

 日程第１３ 議案第６号 令和３年度まんのう町一般会計補正予算（案）第４号 総務
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常任委員会付託 

 日程第１４ 議案第７号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）

第１号 教育民生常任委員会付託 

 日程第１５ 議案第８号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算（案）

第１号 教育民生常任委員会付託 

 日程第１６ 議案第９号 令和３年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）第１

号 教育民生常任委員会付託 

 日程第１７ 議案第１０号 令和３年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）第２

号 建設経済常任委員会付託 

 日程第１８ 議案第１１号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別会計補正予算（案）

第２号 建設経済常任委員会付託 

 日程第１９ 発委第１号 米価下落対策を求める意見書 即決でお願いします。 

 一般質問は１２月７日、８日の本会議にて行います。 

 以上の日程で意見の一致を見ましたので、委員会を閉会しました。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

○大西樹議長  これをもって、議会運営委員会の委員長報告を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 

日程第２ 会議録署名議員の指名 

○大西樹議長  日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定により、議長において、１５番、川原茂

行君、１番、鈴木崇容君を指名いたします。 

 

日程第３ 会期の決定 

○大西樹議長  日程第３、会期の決定の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から１２月１７日までの１２日間といたしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、会期は１２日間と決しました。 

 

日程第４ 町政報告 

○大西樹議長  日程第４、町政報告を行います。 
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 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  それでは、９月定例議会以降の町政報告をさせていただきます。 

 まず、新型コロナウイルス感染症の状況についてでございます。 

 全国で８０万人以上が感染した新型コロナウイルス感染症の感染拡大の第５波は、人々

の行動自粛に加え、ワクチン接種が進んだ効果等により、新規感染者数が減少傾向となり、

９月３０日をもって１９都道府県の緊急事態宣言と８県のまん延防止等重点措置について

全てが解除されました。 

 香川県下においても、まん延防止等重点措置の解除後、直近１週間の１０万人当たりの

累積新規感染者数は、香川県対処方針の対策期、つまり警戒レベルでは６段階のうち、下

から２番目の準感染警戒期レベル相当まで減少してまいりました。 

 しかしながら、感染の下降局面では、感染の再拡大に備え、医療提供体制に支障を来さ

ないよう、より慎重に指標を見極めながら、警戒レベルを１段階ずつ移行することとされ

ました。 

 現在は新規感染者数がゼロの日が続くなど、警戒レベルは一番下の感染予防対策期に移

行しておりますが、これから年末年始にかけて外出や飲食の機会も増えてくるものと想定

されることなどから、感染拡大の第６波の到来に備え、感染拡大の防止に努めていくこと

としております。 

 本町におきましても、９月２２日以降、感染者数はゼロが続いておりますが、国及び県

の動向や対処方針等を受けて、９月以降においてまんのう町新型コロナウイルス感染症対

策本部会議を４回開催し、情報の把握、関係部署・各機関との情報共有と対処方法につい

て協議してまいりました。 

 特に公共施設等の利用制限につきましては、県の警戒レベルに沿って段階的に解除をし

てまいりましたが、県と同様に、引き続き、感染防止対策の徹底を図ることとし、利用人

数等を制限している施設がありますので、詳細につきましては、県内の感染状況も含めて

ホームページで確認ください。施設を利用される住民、各団体の方々には、引き続き、御

理解、御協力をお願いいたします。 

 また、町民の皆様には、これから年末年始を迎えるに当たり、外出や飲食の機会等も増

えてくるものと想定されますが、外出の際には適切な感染防止対策を徹底の上、行動して

いただきますようお願いいたします。 

 このような情勢の中、国は経済財政運営と改革の基本方針２０２１において、感染症の

克服と経済の好循環、成長を生み出す四つの原動力の推進を掲げ、効果的な感染防止の継

続・徹底、事業の継続と雇用の確保、生活の下支えに万全を期すことやグリーン社会の実

現、官民挙げたデジタル化の加速、日本全体を元気にする活力ある地方づくり、少子化の

克服、子供を産み育てやすい社会の実現を目指す必要があるとしております。 

 また、国の令和４年度予算の概算要求の具体的な方針については、歳出全般にわたり、

平成２５年度予算から前年度当初予算までの歳出改革の取組を強化するとともに、施策の
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優先順位の洗い直しをし、無駄を徹底して排除しつつ、予算の中身を大胆に重点化するこ

ととされております。 

 そして、国の情勢に連携して、国内の多くの自治体同様に、本町の財政状況は令和３年

度においても新型コロナウイルス感染症により疲弊した町民生活、地域経済を支えるため、

コロナ関連の交付金や助成金、さらに財政調整基金を積極的に活用し、様々な取組を行っ

ておりますが、税収面では法人町民税が減収見込みであるなど、財政面でも影響が出てき

ています。 

 さらに、令和４年度においても、新型コロナウイルス感染症の長期化で法人町民税の減

収に加え、個人町民税の減収も予測され、これまでにない厳しい財政状況に陥り、その影

響が当面の間、続くことも想定されることから、国の地方財政対策の動向などを注視する

とともに、国・県支出金に加え、新たな財源などによる積極的な歳入確保はもとより、事

業の緊急度や優先度を見極め、実情に応じた予算編成を、現在、進めておるところでござ

います。 

 そのような財政等の状況におきまして、まず、健康増進関係について御報告いたします。 

 新型コロナウイルスワクチン接種につきましては、１１月２５日時点の推計ではござい

ますが、６５歳以上が９４％、６４歳以下は８５％の方が少なくとも１回の接種を受けて

おり、全体では約８８％の方が２回接種を完了しております。年代別で最も接種率の低い

１０代におきましても、７５％の方が２回接種を終えております。 

 現在、１回目及び２回目接種を継続しながら、医療従事者等に３回目の接種を開始して

おります。１月以降は２回目の接種時期の早い方から順に段階的に御案内いたします。 

 対象者には接種時期を迎える月の前月に接種券を発送しますので、接種を希望する方は、

電話またはインターネットで予約をし、町内１２か所の医療機関で接種を受けてください。 

 一方、６５歳以上の方に限り、御自身で予約をせず、町の指定する日時に指定された医

療機関で接種を受けていただくこともできます。予約をすることが煩わしい方や時間的に

余裕のある方はぜひ御検討ください。御希望の方は接種券に同封されているはがきに必要

事項を記入の上、返送いただきますと、コールセンターまたは健康増進課から改めて接種

の日時と医療機関を指定してお知らせしますので、指定された内容どおりに接種を受けて

いただくこととなります。御自身に合った方法で速やかな接種を御検討いただきたいと思

います。 

 なお、感染状況やワクチン配分により接種体制に変更が生じた場合は、行政告知放送や

町ホームページなどで速やかにお知らせいたしますので、御理解と御協力をお願いいたし

ます。 

 皆様にはワクチン接種の実施にかかわらず、３密の回避、マスクの正しい着用、手洗い

など、基本的な感染対策の徹底を継続していただきますようお願いいたします。 

 次に、防災関係についてでございます。 

 今年の国内における台風の発生件数は１１月８日現在、２０件の発生となっております。
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本町においては、本年度も幸い被害の発生なく出水期を終えることができましたが、全国

では、７月３日に静岡県熱海市で梅雨前線の停滞による記録的な大雨で土石流が発生し、

多くの人命と財産が失われました。また、８月の前線による大雨では、西日本から東日本

の広い範囲で大雨となり、佐賀県嬉野市では観測史上１位の降雨量が観測され、各地で被

害をもたらしております。 

 今後もこのような異常気象による災害に備え、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえ

ながら、国、県、消防など各関係機関と連携を図り、減災に向けて取り組んでまいります。 

 次に、商工関係についてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、外出機会が減少したことにより、大きな

影響を受けた飲食事業者や関連事業者等の営業継続を支援するため、香川県営業継続応援

金（第１次）の支給を受けた町内に事業所を有する中小企業や町内に住所を有する個人事

業者に対して、まんのう町営業継続応援事業の申請受付を７月５日から９月３０日まで受

付し、１９件の申請がありました。 

 また、新型コロナウイルス感染症の感染拡大が長期にわたり影響を受けていることから、

香川県営業継続応援金も第２次、第３次と支給を行っております。まんのう町でもまんの

う町営業継続応援事業（第２次）を行ってまいります。 

 次に、プレミアム４０％つきの商品券発行事業につきましては、１１月１５日時点で７

９％使用されていますが、使用期限が令和４年１月末までとなっておりますので、早めに

使用していただきますようお願い申し上げます。 

 次に、観光関係についてでございます。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、太鼓台かきくらべとかりんまつりは２

年続けて中止することになりました。来年度は盛大に開催できることを願っております。 

 次に、地域振興関係についてでございます。 

 ひまわりオイルの精製時に出た副産物を活用し、米麹と米を発酵させた本格焼酎が本年

度も完成し、町内酒類販売店等で販売しております。太陽の恵みから生まれた焼酎は「み

ちる」と命名し、まんのう町で暮らす人たちやまんのう町へ訪れる人たちが笑顔で満ちる

ようにとの思いから命名しております。ひまわりオイルとともにＰＲし、地域の活性化を

図ってまいります。 

 次に、ふるさと納税につきましては、寄附額が昨年同時期に比べると約１６０％と大き

く伸びていますが、県内市町で比較するとまだまだ低調となっておりますので、地元特産

品の返礼品と地域情報の発信にも力を入れていきたいと考えております。 

 次に、支所関係についてでございます。 

 琴南地区の地域振興策として取り組んでおります島ヶ峰地区そば栽培体験事業は、昨年

に引き続き、今年度も新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止といたしましたが、川

奥集会場で実施しているそば打ち道場は、感染予防対策を取って１１月末から３月中旬に

かけて開催しています。今年度は２６回開催する予定であり、参加者は延べ１５０人以上
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が見込まれております。これらの事業の指導者としては、香川県むらの技能伝承士に認定

されている地元農家の方を中心に、集落支援員など４名の方に携わっていただいておりま

す。 

 また、美合地区に古くから伝わるそば文化や美しい山村風景を保存・継承していくため、

美合地区の有志１７名が「島ヶ峰の原風景を守る会」を設立し、ボランティア活動を行っ

ています。９月に開催予定でありましたソバの花見会は、新型コロナウイルス感染拡大防

止のため２年連続の中止となりましたが、農林水産省の棚田地域振興事業を活用し、「棚

田カード」を作成し、ホームページ等により、全国にソバ栽培による地域活性化の取組を

ＰＲしております。 

 次に、仲南支所におきましては、１階ロビーを利用し、仲南こども園の園児たちの作品

展示をしたり、仲南公民館と合同で町内の園児や児童たちが描いたヒマワリのスケッチを

展示するなどし、住民から親しみやすく立ち寄りやすい場所となるよう工夫を凝らしてお

りますので、一度、御覧いただいたらと思います。 

 次に、教育関係についてでございます。 

 まず、学校の主要行事であります運動会についてでございます。春には満濃中学校をは

じめ、ほとんどの学校、こども園で実施されましたが、秋に開催を延期しておりました満

濃南小学校・こども園をはじめ、長炭こども園、仲南こども園におきましても、秋晴れの

下、無事に開催することができました。競技や演技に力いっぱい励む子供たちの歓声には、

私たちも保護者の皆様も元気をもらうことができました。 

 １０月６日には、仲多度郡・善通寺市小学校陸上記録会が丸亀市のＰｉｋａｒａスタジ

アムで開催され、町内の小学生も大勢が参加いたしました。記録会で優秀な成績を収めた

児童は香川県小学生選抜陸上競技会に出場し、満濃南小学校の吉田さんが６年女子走り高

跳びで見事３位入賞となりました。放課後、熱心な練習を重ねてきた結果であり、児童た

ちの日々の努力を称賛したいと思います。 

 次に、修学旅行についてでございます。本年度におきましても、年度初めに計画してい

た時期や行き先を変更することになりました。１０月１７日から１泊２日の日程で広島・

山口方面に行った満濃中学校を皮切りに、１１月には琴南小学校、満濃南小学校、仲南小

学校がそれぞれ小豆島など、県内、広島・山口方面、京都・奈良方面へ行きました。１２

月に入りましては、長炭小学校が小豆島へ、四条小学校が山陰に行き、一昨日、全員元気

に帰ってまいりました。残る高篠小学校は、１２月２０日から小豆島に行く予定にしてお

ります。学校生活における思い出の一場面として、子供たちの心に深く刻まれる一生涯の

宝となりますことを願ってやみません。 

 次に、学校施設関係についてでございます。 

 まず、琴南小学校の大規模修繕工事につきましては、第１期工事が１０月２２日に完了

いたしました。教室と廊下の間のパーティションが改良され、天井や床の塗装も直され、

児童は明るくなった教室で日々勉強に励んでおります。 
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 次に、満濃南こども園の統合施設につきましては、先日、教育民生委員会の皆様には視

察をいただいたところでございますが、工事は順調に進んでおりまして、幼稚園棟、保育

園棟、管理棟、遊戯棟が共にその容貌を見せております。来年６月の竣工が待ち遠しいと

ころでございます。 

 次に、生涯学習関係についてでございます。 

 １１月に新潟県で開催予定でありました第７２回全国人権・同和教育研究大会におきま

して、まんのう町における人権教育の取組についての事例発表を行う予定でありましたが、

コロナ禍により、大会の開催方法が報告・資料集の作成・頒布をもって開催とすることに

変更となりました。会場での発表はできませんでしたが、報告書により、町の人権研修や

啓発活動について全国に発信したところでございます。 

 また、昨年度、コロナ禍により開催中止となりました七つの公民館まつり・文化祭につ

きましては、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止を考慮し、作品展示が行われま

した。各館同好会会員の皆様の作品や園児・児童・生徒の絵や習字など、地域の特色を生

かした力作が展示され、大勢の方が作品鑑賞を楽しまれました。 

 最後に、交通安全関係についてでございます。 

 香川県下では、今年に入ってからの交通事故による人身事故発生件数及び死亡事故発生

件数は昨年同時期と比べて減少しているものの、人口１０万人当たりの死者数は全国ワー

スト２位となっております。 

 本町においては、人身事故発生件数、死者数共に昨年同時期と比べてやや減少していま

すが、今後、冬場を迎えて、凍結による事故など注意喚起が必要でございます。 

 交通事故は加害者になっても被害者になっても、本人だけではなく、家族を含めて不幸

を招くものでございます。年末年始の社会全体が忙しさを感じる中、改めて交通死亡事故

ゼロ、交通事故ゼロの必要性を感じております。引き続き、町を挙げての啓発活動に取り

組んでまいりますので、町民の皆様におかれましても、交通死亡事故ゼロ、交通事故ゼロ

の取組に対しまして御協力をお願い申し上げます。 

 以上、簡単ではございますが、９月定例議会以降の町政の一端を御報告申し上げました。 

 なお、各課の町政報告につきましては、タブレットに入れておりますので、お目通しを

お願いいたします。 

○大西樹議長  町政報告を終わります。 

 

日程第５ 所管事務調査の委員長報告（教育民生常任委員長） 

○大西樹議長  日程第５、所管事務調査の委員長報告の件を議題とします。 

 教育民生常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。 

 教育民生常任委員長、川西米希子君。 

○川西米希子教育民生常任委員長  教育民生常任委員会委員長報告を行います。 

 去る１１月２５日、午前９時３０分より、全員協議会室におきまして、委員全員出席し、
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議長同席の下、町長、副町長、教育長、総務課長、所管課長全員出席により、教育民生常

任委員会を開催いたしました。 

 議題は、所管事務調査、その他についてであります。 

 最初に、琴南小学校の大規模改修工事と満濃南こども園の建設現場の現地調査を行い、

その後に各課より報告を受けました。 

 初めに、琴南支所より、内科診療所の診療状況、歯科診療所の診療状況についての報告

がありました。香川県でも新型コロナ感染者数が急増し、県独自の緊急事態宣言が出され

たが、内科診療所においては患者数の大きな減少は見られなかった。歯科診療所において

は、今年度に入り、前年度比で診療件数・診療延人数とも増加しているとの説明がありま

した。 

 次に、住民生活課より、８月から１０月までの主要行事、戸籍、住基関係、環境関係な

どの報告、また、マイナンバーの登録者数が１０月末現在で６，１１０人で、普及率３４．

０６％であるとの報告がありました。 

 次に、福祉保険課の報告では、満濃地区民生委員児童委員協議会定例会で、今後の見守

り強化につなげるため、琴平警察署生活安全課からの特殊詐欺被害防止についての講話が

あり、琴平警察署管内で特殊詐欺被害が４１件あり、被害額は８，２３５万円に上ってい

るとの話があった。介護予防関係行事では、ささえあいサービス協力会員養成研修、介護

予防サポーター養成研修を琴南、仲南、満濃の各会場で開催したとの報告がありました。 

 委員より、民生委員による在宅福祉実態調査で、何度訪問しても会えない場合の対応に

ついて質疑があり、執行部より、町の担当課職員や社会福祉協議会の職員等が再度訪問す

るなどして対象者が孤立しないように配慮しているとの答弁がありました。 

 委員より、町内の児童虐待についてアンケート等の調査を行ったことはあるのかとの質

疑があり、執行部より、町で全戸を対象としたアンケート調査を行ったことはない。対象

を絞り込まない調査での虐待の実態把握は難しいと考えている。子育ての悩みや虐待の相

談を自ら言えない人をどのように見つけていくのかが現在の課題だと考えている。来年度

は福祉保険課内に子ども家庭の相談窓口を設置する予定であるとの答弁がありました。 

 委員より、町内の青色防犯パトロール車に虐待防止のステッカーなどを貼って、啓発す

ることも必要ではないかとの意見がありました。 

 次に、健康増進課より、事業等報告、中讃圏域健康生きがい中核事業、温泉バス利用実

績、子育て支援サービス事業実績について報告がありました。 

 委員より、令和３年度の健康診査受診者数が令和２年度に比べて倍以上に増えているが、

なぜかとの質疑があり、執行部より、令和２年度はコロナ禍により全て中止した特定健康

診査、後期高齢者や若年等の健康診査の集団健診を令和３年度は実施したためであるとの

答弁がありました。 

 次に、学校教育課より、行事報告、園児・児童・生徒数、満濃南こども園統合施設、給

食調理業務委託について報告がありました。満濃南こども園統合施設工事について、新築
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する保育棟と既存のわくわく棟の遊戯室を結ぶ廊下について、屋根を設置するように設計

変更したい。概算で１，５００万円程度の増額になると考えているとの報告がありました。 

 また、給食調理の民間亊業者委託については、令和元年度から高篠小学校で実施してき

たが、令和４年度からは四条小学校も加えて民間事業者に調理業務を委託したいと考えて

いるとの説明がありました。 

 委員より、四条小学校の給食調理の民間事業者委託については保護者に説明会は行った

のか。保護者が納得するような説明が必要ではないかとの質疑があり、執行部より、学校

現場等には本日の委員会で報告をした後に伝える。保護者には文書で周知する。給食につ

いては献立は町が作成し、食材の調達先は町が決定しており、調理業務のみ委託している。

また、給食を提供するに当たり、重要な衛生管理も本町に２名いる栄養教諭が指導に当た

っており、給食の提供については従来と変わらない。次回も調理業務委託の事業者選定は

入札にて行うとの答弁がありました。 

 委員より、今後、給食調理の民間事業者委託は増えていくのかとの質疑があり、執行部

より、現時点での民間委託は高篠小学校と四条小学校の２校のみと考えているとの答弁が

ありました。 

 委員より、琴南小学校の改修工事視察時に外壁の汚れが目立っていた。１０年も経過す

れば外壁も劣化し、雨漏れなど建物全体に弊害が出てくる。屋上も含め点検を行い、必要

な工事は令和４年度の改修時に行うべきではないかとの質疑があり、執行部より、外壁等

の調査、診断を入念に行い、必要な工事については令和４年度の改修時に実施するよう取

り組んでいきたいとの答弁がありました。 

 次に、生涯学習課より、行事報告、町立図書館利用状況、スポーツセンターまんのう利

用状況、天文台利用状況、民具展示室利用状況について報告がありました。 

 委員より、貸出本が返却されない場合の対応について質疑があり、執行部より、返却さ

れない場合には繰り返し督促をしている。最終的には除籍もあり得るが、まだそのような

ケースはないとの答弁がありました。 

 委員より、コロナ禍もあると思うが、民具展示室の利用者数が少ない。展示内容の見直

し等は行っているのかとの質疑があり、執行部より、利用者数の減少は児童生徒がコロナ

禍でバス移動による見学ができないことも影響している。定期的なレイアウトの変更を考

えていきたいとの答弁がありました。 

 そのほかで、新型コロナワクチンの３回目接種について説明があり、対象者は２回目接

種終了後、原則８か月以上経過した１８歳以上の者。実施期間は令和３年１２月１日から

令和４年９月３０日まで。接種は町内１２か所の医療機関での個別接種のみとする。予約

はまんのう町新型コロナワクチンコールセンターへの電話かインターネットで行う。６５

歳以上の希望者に限り、案内に同封のはがきに必要事項を記入し、返送することによって、

予約をせず、町が指定した日時・場所での接種を受けることができる。５歳から１２歳の

接種体制の確保も市町村に求められている等の説明がありました。 
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 以上、所管事務調査を行い、午後１時５０分に委員会を閉会いたしました。 

 以上で、教育民生常任委員会の委員長報告を終わります。 

○大西樹議長  これをもって、教育民生常任委員会の所管事務調査に関する委員長報

告を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 

日程第６ 所管事務調査の委員長報告（建設経済常任委員長） 

○大西樹議長  日程第６、所管事務調査の委員長報告の件を議題とします。 

 建設経済常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長、川原茂行君。 

○川原茂行建設経済常任委員長  建設経済常任委員会の委員長報告を行います。 

 去る１１月２６日、午前９時３０分より、全員協議会室におきまして、委員全員、議長

同席し、執行部より、町長、副町長、総務課長、所管課長全員出席の下、建設経済常任委

員会を開催いたしました。 

 議題は、所管事務調査について、その他であります。 

 まず、町道改良工事（町道宮東旭東線）と急傾斜地崩壊防止対策事業（岡ノ山地区）を

それぞれ現地視察いたしました。 

 その後、全員協議会室に戻り、所管課より事業報告を受けました。 

 初めに、地籍調査課より、本年度の炭所東地区の調査実施状況、令和４年度調査地区ヒ

アリング等について報告がありました。 

 次に、農林課より、農業委員会関係、農林振興関係の行事報告、満濃農村環境改善セン

ターの利用状況、有害鳥獣捕獲頭数について報告がありました。 

 委員より、農地転用で太陽光発電施設に転用を認めるときの判断基準を設けているのか

との質疑があり、執行部より、県も太陽光発電施設への農地転用については難色を示して

いる。農地転用の審査基準については、今後、県と十分協議したいとの答弁がありました。 

 委員より、有害鳥獣の鹿はいつ頃から出始めたのかとの質疑があり、執行部より、ここ

最近である。鹿による被害は徳島県が多いと聞いており、恐らくそちらから移ってきたの

ではないかと思われるとの答弁がありました。 

 委員より、農地法第５条第１項の規定による許可申請について質疑があり、執行部より、

四條地区は病院の敷地拡張、公文地区は大型店舗の建設が予定されているとの答弁があり

ました。 

 また、委員より、基盤整備をした農地についても、一部を開発できるよう規制の緩和を

してほしいとの意見がありました。 

 委員より、利用権設定面積で、本来は機構法を通じた集積面積を増やすべきであると思
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うが、基盤法での使用貸借面積がいまだに多い理由は何かとの質疑があり、執行部より、

農地の貸し借りの希望者には、貸手、借手共に有利な条件で契約できるように説明してい

る。ただ、農地機構が取り扱える利用権設定の期間が６年以上であるため、借主が高齢で

あるなどの理由からしばらくは様子を見たいとの要望もあり、機構法を利用しないで契約

する方が多い。仲南地区の利用権設定は機構法が多くなっているとの答弁がありました。 

 委員より、有害鳥獣に使用する麻酔銃の講習会についての質疑があり、執行部より、町

職員で有害鳥獣担当者の３名が参加し、麻酔銃使用の技術講習を受けたとの答弁がありま

した。 

 委員より、ナラ枯れの調査結果の被害では農免道路の周囲に被害が多く出ているが、車

の排気ガスとの関係があるのかとの質疑があり、執行部より、ナラ枯れの主な原因は温暖

化や渇水などの気象状況により木が弱り、虫が中に入って菌を増やすことで木が枯れてい

る。したがって、排ガスの影響で枯れるということは考えにくい。調査結果の地図上で道

路付近に被害が偏っているのは、生活に支障がある箇所から優先的に調査したためである

との答弁がありました。           （三好勝利議員退席 午前１０時１８分） 

 次に、建設土地改良課より、土地改良事業関係の進捗状況、主なため池の貯水状況、林

道・公共土木・都市計画・住宅事業関係進捗状況、下水道・農業集落排水事業関係につい

ての報告がありました。 

 委員より、町道改良工事（町道宮東旭東線）の幅員は２メートルであり、将来的に見た

場合、狭いと思う。地元の意見はどうだったのかとの質疑があり、執行部より、ここは都

市計画区域のため、幅員は４メートル以上が望ましい。今回の申請内容は道路の拡幅工事

ではなく、道路の路肩が崩壊しそうで危険であり、緊急対応として改修工事を行っている。

道路整備の拡幅工事の要望は多く、今回は緊急性を伴うため、総合的に判断したとの答弁

がありました。               （三好勝利議員入室 午前１０時２０分） 

 委員より、町道橋梁長寿命化修繕事業について質疑があり、執行部より、全町道橋梁が

約２５０橋のうち、修繕工事を実施しても機能復旧が見込めないものが２橋、修繕を要す

るものが約２０橋あり、これを５か年かけ補修工事しているとの説明がありました。 

 次に、地域振興課より、地域おこし協力隊の各隊員の活動状況、ヒマワリ推進事業、若

者住宅取得補助金の交付状況、ふるさと納税の推移について報告がありました。 

 また、移住・定住事業、満濃池周遊道路整備事業の工事進捗状況、商工事業で、新型コ

ロナウイルス感染症拡大により大きな影響を受けた事業者に対して営業継続応援事業を実

施していますが、第２次も行うよう準備を進めているとの報告がありました。 

 また、地方創生関係では、エコツーリズム全体構想を策定中であるとの説明がありまし

た。 

 委員より、ヒマワリ焼酎が３，３００本完成し、現在、どれぐらい売れているのかとの

質疑があり、執行部より、現在、西野金陵へ１，７００本販売しており、そこから各小売

店へ配達されているとの答弁がありました。 
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 委員より、商品券の販売について、次回、商品券プレミアム５０％つきをお願いしたい

との意見があり、執行部より、国の交付金の使途条件を見て、財政当局と協議しながら考

えたいとの答弁がありました。 

 委員より、ふるさと納税の返礼品でまきが不足しているとのことだが、まきはまんのう

町の特色ある資産であるので、うまく有効活用できるよう努力してもらいたいとの意見が

ありました。 

 また、その他で、委員より、田や畑で下草を焼いているときに警察へ通報され、住民が

困っている。例外が設けられているため、役場と警察間で調整を行ってもらいたいとの意

見があり、執行部より、警察と協議し、住民周知したいとの答弁がありました。 

 最後に、委員より、新型コロナ禍による米価下落に対し、政府に緊急対策を求める意見

書を提出してはどうかとの意見があり、全会一致で提出することとなりました。 

 以上、所管事務調査を行い、午後４時２０分に委員会を閉会しました。 

 これで、建設経済常任委員会の委員長報告を終わります。 

○大西樹議長  これをもって、建設経済常任委員会の所管事務調査に関する委員長報

告を終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 

日程第７ 所管事務調査の委員長報告（総務常任委員長） 

○大西樹議長  日程第７、所管事務調査の委員長報告の件を議題といたします。 

 総務常任委員会の所管事務調査について委員長の報告を求めます。 

 総務常任委員長、三好郁雄君。 

○三好郁雄総務常任委員長  総務常任委員会の委員長報告を行います。 

 去る１１月２９日、午前９時３０分より、全員協議会室におきまして、委員全員、執行

部より、町長、副町長、所管課長出席し、総務常任委員会を開催しました。 

 議題は、所管事務調査、その他についてです。 

 初めに、総務課より、８月から１１月中旬までの事業報告、町内火災発生状況、交通事

故発生状況、衆議院議員総選挙結果についての報告がありました。 

 委員より、交通安全母の会連合会で危険箇所点検が１６か所とあるが、校区ごとに分か

るのかとの質疑があり、執行部より、校区ごとの選定ではなく、町全体の要望箇所の中か

ら県中讃土木事務所や警察等と協議し、点検箇所を選定したとの答弁がありました。 

 委員より、衆議院総選挙の投票率が５０．７４％で、前回の投票率は何％だったか。ま

た、投開票が終了した時刻は何時だったのかとの質疑があり、執行部より、前回の投票率

は４９．４１％で、今回、若干投票率は増えている。終了時刻は１２時半過ぎであったと

思われるとの答弁がありました。 
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 委員より、まんのう町は投票時間を７時から２０時で執行しているが、県下の２町は全

ての投票所を繰り上げて１９時に終了している。時間を短縮することで人件費が１から２

割コストカットになるとの報道もある。香川県ではまだ定着していないが、全国的には増

えてきているので、今後の課題として検討すべきであるとの意見があり、執行部より、投

票時間の繰上げ理由は、投票者数が少ないことと、事務の簡素化と、開票結果を早く出せ

ることである。よって、投票時間の繰上げについては地域の実情等も考慮し、選挙管理委

員会で十分審議したいとの答弁がありました。 

 委員より、１８時から２０時のまんのう町の投票率について質疑があり、執行部より、

１８時から２０時の投票率は１．６４％である。前回の衆議院選挙では０．８９％であっ

たとの答弁がありました。           （大西豊議員退席 午前１０時２８分） 

 委員より、電子入札制度の導入について質疑があり、執行部より、電子入札については

令和４年度から導入予定である。電子入札については、香川県内市町の共同で運用する香

川電子入札システムを使用する。事業者の中には対応ができていないところもあり、令和

４年度には間に合うようお願いしているとの答弁がありました。 

 また、委員より、今からシステムを導入していく業者については、１年程度は電子入札

と従来型を併用して対応できるようにしてほしいとの意見がありました。 

 委員より、まんのう町消防団員の待遇改善について質疑があり、執行部より、消防団の

報酬等については現在調整中で、来年度に改善する予定であるとの答弁がありました。 

 次に、企画政策課より、定住自立圏形成について、第３次瀬戸内中讃定住自立圏共生ビ

ジョン（案）の説明があり、定住自立圏の将来像や協定に基づいて推進する具体的な取組

を記載するものであり、中心市である丸亀市が策定し、圏域内の住民へパブリックコメン

トを募集するとの説明がありました。 

 出資法人関係では、ことなみ振興公社、仲南振興公社の令和３年度第２四半期の実績報

告があり、両公社とも新型コロナウイルス全国的な感染拡大の影響を受け、来客、売上げ

とも減少し、厳しい状況が続いていたが、現在では感染状況に落ち着きを見せていること

から客足が戻りつつあるため、感染対策を取りながら回復を期待したいとの説明がありま

した。 

 コミュニティー・自治会関係では、まんのう町議会との意見交換会は中止、人権推進室

では、人権啓発事業、長尾会館運営状況について報告、男女共同参画推進事業関係では、

女性議会の開催は中止するとの報告がありました。 

                       （大西豊議員入室 午前１０時３１分） 

 委員より、男女共同参画関係で、性的少数者ＬＧＢＴＱについてアンケート結果を今後

どう反映していくのかとの質疑があり、執行部より、第３次男女共同参画プラン策定の基

礎調査となる住民アンケートに性的少数者に関する設問を入れて意識調査を行った。結果

が出たので、本年度中には一定の方向性を出す予定であるとの答弁がありました。 

 委員より、長尾会館で香同教幼保部会現地研修の内容について質疑があり、執行部より、
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部落問題をはじめとするあらゆる人権問題の解決を図るために組織している香川県人権同

和教育研究協議会で幼稚園、保育所、こども園の部会単位での取組を行っており、現地研

修の一環として長尾会館を活用したものである。研修は隣保館の館長が現状を報告し、人

権問題について意見交換したとの答弁がありました。 

 次に、税務課より、令和３年度町税等調定収納状況、コロナ減免申請件数等について報

告がありました。 

 次に、会計室より、前回の所管事務調査以降の例月出納検査の監査結果について、公金

管理、収入支出審査など、適正に処理できているとの報告がありました。 

 また、会計規則の規定に基づき貸し出している釣銭を検査した結果、全ての保管場所で

適正に保管されていることを確認したとの報告がありました。 

 次に、琴南支所より、事業報告、琴南農改センター・琴南総合センターの利用実績、窓

口受付件数について報告がありました。 

 次に、仲南支所より、事業報告、町マイクロバス運行実績について報告がありました。 

 以上、所管事務調査を行い、午前１１時１５分に委員会を閉会しました。 

 以上で、総務常任委員会の委員長報告を終わります。 

○大西樹議長  これをもって、総務常任委員会の所管事務調査に関する委員長報告を

終わります。 

 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。 

 ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  総務常任委員長にお尋ねします。 

 自立定住圏計画の説明があったということですが、この計画の中に河川法が定める河川

管理基本方針、河川管理計画、これは盛り込まれていたのか、それをお尋ねします。 

 もし盛り込まれていないのであれば、国交省が力を入れている流域治水の考え方で、自

立定住圏の中で論議するにふさわしいテーマであると思うので、それを総務常任委員長の

所管において論議して、本町からの提案とされることをお願い申し上げたい。以上であり

ます。 

○大西樹議長  ２番、三好郁雄君。 

○三好郁雄総務常任委員長  ただいまの竹林議員の、これは委員会ではただいま報告

した中で申し上げたんやけど、実際のところは、竹林議員がおっしゃったようにはなかっ

たと思うんやけど、以後、また執行部と調整して行いますんで。 

○大西樹議長  ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  これをもって、質疑を終了します。 

 会議の途中でありますが、ここで休憩を取ります。５５分まで。 

休憩 午前１０時３６分 
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再開 午前１０時５５分 

○大西樹議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

 

日程第８ 議案第１号 まんのう町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例の

一部改正について 

○大西樹議長  日程第８、議案第１号 まんのう町職員の分限及び懲戒の手続及び効

果に関する条例の一部改正についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第１号 まんのう町職員の分限及び懲戒

の手続及び効果に関する条例の一部改正につきまして、提案理由を申し上げます。 

 この一部改正は、地方公務員法第２８条第４項の規定に基づく職員の失職に関する特例

を定めるために行うものでございます。 

 改正内容につきましては、総務課長より説明させますので、御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げます。 

○大西樹議長  総務課長、萩岡一志君。 

○萩岡総務課長  それでは、改正内容等につきまして御説明申し上げます。 

 この一部改正は、職員の分限処分に関するものでございます。地方公務員法においては、

職員の失職に関する特例を条例で定めることができるとされております。 

 また、その判断は各自治体に任されておりまして、香川県下におきましては、現在、香

川県を含め８市７町が改正済みでございます。 

 職員は地方公務員法第１６条第１号の「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるま

で又はその執行を受けることがなくなるまでの者」などの欠格条項に該当するに至った場

合は、地方公務員法に基づきまして失職することとなっております。 

 次に、同じく地方公務員法第２８条第４項において、「職員は、第１６条各号のいずれ

かに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。」

とされております。 

 地方公務員法の欠格条項に「禁錮以上の刑に処せられた者」が含まれているのは、その

者の公務に対する信頼が損なわれるのみならず、町の公務全体に対する住民の信頼が損な

われるおそれがあるためとされております。 

 また、地方公務員法が欠格条項に該当する者を公務から排除することを趣旨とするもの

である以上、職を失うことは当然の措置とされているものでございます。 

 しかしながら、近年、職員の勤務環境などの状況は大きく変化してきており、公務中に

おいて発生した事故、さらには通勤途上の交通事故などにおきまして、職員が責任を問わ

れる可能性が増加しているといえます。こうした中、職員の非違行為に対しては厳しく対

処すべきであり、故意や悪意のある犯罪などについては、厳しい処分を下すべきでありま
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す。 

 しかし、過失による罪により、何の考慮もなく職員が失職となることは、状況によって

は職員にとって厳し過ぎる措置となるとともに、知識や経験を持った職員を失うことにな

り、町及び町民にとって損失となってしまうとも考えられます。 

 今回の一部改正は、禁錮刑以上で執行猶予がついた場合に、特例として対応することが

できるとしたものでございます。この特例は例外的な扱いであり、過失により罪を犯した

職員を例外的に救済することができるとしたものでございますため、特例の適用判断に当

たりましては、慎重に対応したいと考えております。 

 条文の改正内容につきましては、改正前・改正後の比較表を御覧ください。 

 既存の「第８条」を「第９条」に繰り下げ、「第７条」の次に失職の例外に関する「第

８条」を加え、「第８条第１項」として「任命権者は、公務執行中の事故又は通勤途上の

交通事故により、禁錮以上の刑に処せられその執行を猶予された職員について、情状によ

りその職を失わないものとすることができる。」、そして、「第２項」として「前項の規

定によりその職を失わなかった職員は、刑の執行猶予を取り消されたときは、その取消し

の日にその職を失うものとする。」を加えます。 

 最後に、附則でこの条例は公布の日から施行する旨を規定しております。 

 以上で、まんのう町職員の分限及び懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正の説明

とさせていただきます。 

 御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第１号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 

日程第９ 議案第２号 まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条

例の制定について 

○大西樹議長  日程第９、議案第２号 まんのう町過疎地域における固定資産税の課

税免除に関する条例の制定についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第２号 まんのう町過疎地域における固

定資産税の課税免除に関する条例の制定につきまして、提案理由を申し上げます。 

 この制定は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が令和３年４月１日から

施行された事に伴い、まんのう町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の
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制定を行うものでございます。 

 同法第８条に規定されたまんのう町過疎地域持続的発展計画が令和３年９月３０日にま

んのう町議会にて議決されたことを受けて上程し、附則第１項で本条例第２条の規定につ

いて、同年４月１日に遡及して適用するものであります。 

 制定内容につきましては、税務課長より説明させますので、御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げます。 

○大西樹議長  税務課長、小縣茂君。 

○税務課長  それでは、議案第２号 まんのう町過疎地域における固定資産税の課税

免除に関する条例の制定について説明をさせていただきます。 

 令和３年３月３１日付で「過疎地域自立支援特別措置法（旧過疎法）」が失効いたしま

した。この後継法となる「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（通称新過疎

法）」が令和３年４月１日から施行されたことに伴い、今回の条例の制定を行うものです。 

 それでは、条例案の１ページを御覧ください。 

 第１条は、まんのう町の区域内において、製造業・旅館業・農林水産物等販売業・情報

サービス業等の用に供する設備の取得等をした者に係る固定資産税の課税を免除する規定

の創設の趣旨を定めるものです。新過疎法において、「情報サービス業等」の業種が新た

に加えられました。 

 第２条は、この条例における固定資産税の課税免除の要件を定めるものです。新過疎法

において、法人の資本金等の額を要件とすることが定められ、併せて対象となる設備の取

得金額が引き下げられました。 

 次に、２ページの第３条は、課税免除の期間を定めるものです。こちらは旧過疎法、新

過疎法での変更点はなく、取得した設備が初めて課税対象となる年度以降３年度分となっ

ております。 

 第４条は、課税免除の申請等を行う時期について定めるものです。 

 第５条は、課税免除の取消等を行う基準を定めるものです。 

 第６条は、当条例の施行に関する必要な事項を規則で定めるものです。 

 資料をタブレットの定例会令和３年第４回議案補足資料の議案第２号資料１に内容、資

料２に令和３年度課税免除状況を載せていますので、御参照いただいたらと思います。 

 令和３年度において、旧過疎法での過疎免除を受けている法人の数は３法人となってお

ります。 

 以上、簡単ではございますが、議案第２号 まんのう町過疎地域における固定資産税の

課税免除に関する条例の制定について御説明申し上げました。 

 御理解の上、御承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 
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 ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  過疎法が自立促進法から持続的発展法に変わったことによる本町の

課税免除の条例ということで、早急な対応に敬服申し上げます。 

 これを見ると、本町の持続的発展計画に定める産業振興地域、そしてその製造業の業種

とあります。持続発展計画を定めないかんということですね。自立促進計画をそのまま継

承する仕組みになっておるのかどうか。早急に持続発展計画を立てるスケジュール、手法、

これをまず一つ目にお伺いしたい。 

 ちょっとメモしてほしいんですが、大事なのは、情報サービス業と農産物販売業、旅館

とか、これははっきりしておるんですけれども、振興すべき業種として定められた製造業、

この製造業を何にするんかということが非常に大事ですね。どのような製造業を対象にす

るつもりなのか、現下のもくろみというか、手持ちの案をお伺いしたい。 

 そして、自立促進法の下では３法人が対象だということですが、これは金額幾らになる

のか。税金を免除するということですから、免除したのを恐らく地方交付税で裏補塡して

くれる仕組みがあるに違いない。それがどうなっておるのかを三つ目にお伺いしておきた

い。 

 この税金の免除の仕組みを工業用地の提供するときに、いかに普及し、啓発し、使うの

か。この使い方について、四つ目ですね。 

 これ既にあるうちの町内の旅館業や何とかにしてでも設備投資を行うんであれば、過疎

で税金まけてくれるでというのはうちの町内の事業所に伝えないかんですね。これ早急に

やる手だてを求める。その心づもりをお伺いしたい。 

 この４点についてお伺いしておきます。これは所管の常任委員会において入念に論議さ

れることをお願い申し上げておきたいと思います。分からんところは常任委員会で審議す

ると答えてくださって結構です。 

 まず、持続発展計画をどうするんか、それを答えてください。 

○大西樹議長  税務課長、小縣茂君。 

○小縣税務課長  竹林議員さんの再質問にお答えします。 

 まず、対象となる業種に関しては、全て上位法にのっとって対象とさせていただくよう

になります、この軽減に関しては。 

 それと、財政措置は一応過疎法のあれで７５％が交付税で措置されることになっており

ます。 

 それとあと、先ほど説明しましたように、今現在の状況を第２号の資料２のほうで３法

人の課税と軽減状況を載せてありますので、御参照いただいたらと思います。定例会の第

４回議案補足資料です。議案第２号の資料２に今現状の３法人を載せておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 そのほかに関しましては、一応今回の総務委員会のほうでもまた説明させていただきた

いと思いますので、またよろしくお願いいたします。 
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 以上、竹林議員さんの再質問の回答とさせていただきます。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  過疎自立的発展計画を立て直すということが非常に大事なことなの

で、それを執行部の中でお願いしたい。 

 もう一つ申し上げるならば、工業導入の法令の減免措置がありますね。農村工業導入法

を継承したそこの減免措置と、この過疎持続発展法の固定資産税の減免措置と、これが重

複するのか、両方とも適用になるということはないんじゃないかなと思うんですけど、そ

この運用がどうなるのか確認しておきたい。 

 この条例はそういう法体系の中で運用していくものであって、重複した法令の整合性、

税財政制度の整合性を執行部の中で研究していただきたい。それを常任委員会で説明して

いただくことをお願い申し上げておきたいです。 

 工業導入の所管課や商工観光の所管課においては、この本町の条例を普及啓発し、活用

してもらうように住民に働きかけることをお願いしておきたいと思います。以上です。 

○大西樹議長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  これをもって、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第２号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 

日程第１０ 議案第３号 まんのう町国民健康保険税条例の一部改正について 

○大西樹議長  日程第１０、議案第３号 まんのう町国民健康保険税条例の一部改正

についての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第３号 まんのう町国民健康保険税条例

の一部改正につきまして、提案理由を申し上げます。 

 この改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令が令和３年９月１０日に公布される

件に伴い、まんのう町国民健康保険税条例の一部改正を行うものでございます。 

 改正内容につきましては、税務課長より説明させますので、御審議の上、御議決賜りま

すようお願い申し上げます。 

○大西樹議長  税務課長、小縣茂君。 

○小縣税務課長  それでは、議案第３号 まんのう町国民健康保険税条例の一部改正

について、御説明させていただきます。 

 上位法令や適用条項の改正に伴う修正や条文中の字句の訂正等につきましては、説明を

簡略化させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 この改正は、全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正

する法律の施行に伴う地方税法の一部改正、政令第２５３号が令和３年９月１０日に交付
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されたことから、今回、国民健康保険税条例の影響箇所を改正するものです。 

 改正の内容は、子供に係る国民健康保険税等の均等割額の減額措置を導入するものです。 

 タブレットの定例会令和３年第４回議案補足資料、議案第３号資料１を御覧ください。 

 国民健康保険制度の保険税は応益（均等割・平等割）と応能（所得割）に応じて設定さ

れています。その上で、低所得世帯に対しては応益保険税の軽減措置（７・５・２割軽減）

が講じられています。子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、全世帯の当該未就学児に

係る均等割保険税について、その５割を公費により軽減するものです。 

 １ページをお開きください。 

 文中に下線で示した箇所が、今回、改正されたところです。 

 １ページの第３条、５条、５条の２、２ページの第６条、１３条については、法律改正

に併せた所要の規定の整備をしたもので、内容については変更ありません。 

 次の第２１条は、国民健康保険税の減額について、未就学児の被保険者均等割額の減額

について規定、その他所要の規定の整備、規定の明確化をしたもので、内容については先

ほど説明したものになります。 

 ５ページの基礎課税額２万６，０００円、後期高齢者支援金９，５００円の均等割額が

５ページに示している金額に減額されます。 

 資料２に令和３年９月末での状況で影響額を試算していますので、御参照ください。 

 次の第２１条の２、６ページの附則７項、８項、７ページの９項、８ページの附則１１

項、１２項、１３項、９ページの附則１４項、１５項、１０ページの附則１６項、１１ペ

ージの附則１７項、１８項については、法律改正に併せた所要の規定を整備したもので、

内容については変更ありません。 

 以上、議案第３号 まんのう町国民健康保険税条例の一部改正につきまして御説明申し

上げました。 

 御審議の上、御承認賜りますようお願いいたします。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

 ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  医療保険については、壮大な社会保障国家がどうなるか、非常に国

家の根幹を揺るがすようなものだと思います。現役世代に負担が偏っていることを是正す

る、そのための方向のものだということで、本町の未就学児とかの試算値は出されておっ

て結構なんですけども、現役世代の企業や共済組合から厚労省が集めたお金からの調整交

付金で国保や介護保険は随分支えられておりますね。それへの影響のところがどうなるの

か、そこを知る範囲をお答えいただいて、そこをまた常任委員会でよくよく説明していた

だいたらと思います。 

 それほど大きな影響があるとは思いませんけれども、今回の改正によって、従来のとだ
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ったらどのような差が当初予算において、平成４年４月からこの運用ということですから、

新年度予算に影響があるということで、税制については専決処分が多かったのが、今の時

期に出てきたのは非常によいことだと思いますね。税制こそ議会が一番真剣に論議するこ

とで、それは結構なんですけれども、どれほどの差が新年度予算においてできるのか、そ

この説明を新年度予算提案のときにしていただくことをお願いしておきたい。 

 とりあえず企業からの調整交付金、これがどのような変化をもたらすのか、ここを伺っ

ておきたいと思います。 

 よく調べてからで結構ですよ。 

○大西樹議長  税務課長、小縣茂君。 

○小縣税務課長  竹林議員さんの質問にお答えします。 

 調整交付金に関しましては、また福祉とよく協議させていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  ほかに質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  これをもって、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第３号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 

日程第１１ 議案第４号 まんのう町国民健康保険条例の一部改正について 

○大西樹議長  日程第１１、議案第４号 まんのう町国民健康保険条例の一部改正に

ついての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第４号 まんのう町国民健康保険条例の

一部改正につきまして、提案理由を申し上げます。 

 この改正は、健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、令和４年１月１日

から施行されることに伴い、まんのう町国民健康保険条例の一部改正を行うものでござい

ます。 

 改正内容につきましては、福祉保険課長より説明させますので、御審議の上、御議決賜

りますようお願い申し上げます。 

○大西樹議長  福祉保険課長、池下尚治君。 

○池下福祉保険課長  議案第４号 まんのう町国民健康保険条例の一部改正について

御説明させていただきます。 

 改正前・改正後新旧対照表のほうを御覧ください。 

 第５条、被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯に対し、出産一時金と

して４０万８，０００円を支給する。現行の４０万４，０００円から４，０００円引き上

げるものです。これは健康保険法施行令で、出産育児一時金の支給については、産科医療
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補償制度、保険の掛金がこちらのほうが４，０００円引き下がることを踏まえ、現行の４

０万４，０００円から４，０００円を引き上げるということで、出産に係る費用４２万円

を維持させるというような内容でございます。これを受け、町条例を同様に改正するもの

でございます。 

 御理解の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第４号は、教育民生常任委員会に付託いたします。 

 

日程第１２ 議案第５号 中讃広域行政事務組合規約の一部変更について 

○大西樹議長  日程第１２、議案第５号 中讃広域行政事務組合規約の一部変更につ

いての件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第５号 中讃広域行政事務組合規約の一

部変更につきまして、提案理由を申し上げます。 

 これにつきましては、仲善クリーンセンターの廃止に併せたクリントピア丸亀へのごみ

焼却施設の集約化に伴い、共同処理する事務にごみ処理施設集約化計画の策定などを加え、

その負担割合を別表に定めるなど、組合規約の所要部分を変更することについて、地方自

治法第２９０条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。 

 御審議の上、御議決賜りますようお願い申し上げます。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第５号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 

日程第１３ 議案第６号 令和３年度まんのう町一般会計補正予算（案）第４号 

○大西樹議長  日程第１３、議案第６号 令和３年度まんのう町一般会計補正予算

（案）第４号の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 
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○栗田町長  ただいま上程されました、議案第６号の令和３年度まんのう町一般会計

補正予算（案）第４号について、提案理由を申し上げます。 

 １ページをお開きください。 

 第１条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億７，６０８万２，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３０億１，４１４万９，０００円とする

ものでございます。 

 第２条の地方債の補正は、５ページの第２表を御覧ください。これは、起債の目的にあ

るそれぞれの事業について変更分を記載しております。 

 第３条の債務負担行為は、７ページの第３表を御覧ください。これは、地方自治法第２

１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を記

載しております。 

 それでは、補正予算事項別明細書により、歳入の補正に関する主なものを御説明申し上

げます。 

 １３ページをお開きください。 

 第２款森林環境譲与税は、譲与額決定により７２万５，０００円の増額でございます。 

 １４ページをお開きください。 

 第１２款分担金及び負担金は２００万円の増額でございます。これは、第２目民生費負

担金において、私立保育所措置費負担金を２００万円増額したことによるものでございま

す。 

 １５ページを御覧ください。 

 第１４款国庫支出金は３億４，０５５万９，０００円の増額でございます。これは、第

１項国庫負担金、第１目民生費国庫負担金において、障害者自立支援給付費負担金及び障

害児通所給付費負担金を１，１９４万円増額し、子どものための教育・保育給付費を１９

８万８，０００円減額し、第２目衛生費国庫負担金では、新型コロナウイルスワクチン接

種対策費負担金２，６６７万３，０００円を増額、第２項国庫補助金、第２目民生費国庫

補助金において、未来応援給付金事業費及び事務費補助金を合わせて２億７，１７０万円

追加計上し、子育てのための施設等利用給付交付金を４４万５，０００円減額、第３目衛

生費国庫補助金において、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金などを

合わせて３，２４３万４，０００円増額、第５目教育費国庫補助金において、理科教育設

備整備費等補助金を２４万５，０００円増額計上いたしております。 

 １６ページをお開きください。 

 県支出金は３，６４２万８，０００円の増額です。これは、第１項県負担金、第１目民

生費県負担金において、障害者自立支援給付費県負担金３７５万円、障害児通所給付費負

担金２２２万円を増額し、子どものための教育・保育給付費を合わせて７５６万円減額、

子育てのための施設等利用給付負担金を２２万２，０００円減額とし、第２項県補助金、

第４目農林水産業費県補助金において、有害鳥獣被害対策事業補助金を２５２万５，００
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０円増額し、単県補助土地改良事業費補助金を３，４４４万４，０００円増額、多面的機

能支払推進交付金を２０万円、多面的機能支払交付金を６０万円それぞれ増額しておりま

す。さらに、第７目教育費県補助金において、史跡等保存活用計画等策定事業補助金を４

７万１，０００円増額いたしております。 

 １７ページを御覧ください。 

 第１６款財産収入９０万３，０００円の増額は、第２目利子及び配当金において、財政

調整基金及び森林整備促進基金の運用利子でございます。 

 １８ページをお開きください。 

 第１７款寄附金２，１００万円の増額は、第２目指定寄附金において、ふるさと応援寄

附金でございます。 

 １９ページを御覧ください。 

 第１８款繰入金は３７２万６，０００円の減額です。これは、第１目財政調整基金繰入

金において４４５万１，０００円減額し、第１７目森林整備促進基金繰入金を７２万５，

０００円増額しております。 

 ２０ページをお開きください。 

 第１９款繰越金４，１０９万３，０００円の増額は、前年度繰越金でございます。 

 ２１ページを御覧ください。 

 第２１款町債は３，７１０万円の増額です。これは、第４目農林水産業債において、農

道整備事業債を１，７００万円、単独県費補助土地改良事業債を１，１８０万円増額して、

第７目消防債において、消防車両機器整備事業債７００万円を過疎債から緊防債に振り替

え、第８目教育債において、小学校施設整備事業債を８３０万円増額するものであります。 

 続きまして、歳出に関する主なものを御説明申し上げます。 

 ２２ページをお開きください。 

 第２款総務費は９３２万円の増額です。まず、第１目一般管理費において、人件費に係

る退職手当組合特別負担金を３００万円減額、第６目企画管理費においては、人事異動等

による職員人件費の補正により期末手当を１５０万円減額、第１１目かりんの里づくり事

業費においては、需用費を６０万円、ＡＥＤ機器リース料を２０万円増額、第１６目町民

会館費においては、琴南総合センターに係る光熱水費を７２万円増額、第２１目地方創生

推進事業費においては、ふるさと応援寄附金事業に係る消耗品を７４０万円、手数料を３

１０万円、満濃池周遊道管理事業において、草刈作業委託料を１５０万円それぞれ増額補

正いたしております。第４項選挙費、第７目町長・町議会議員選挙費では、印刷製本費を

３０万円増額補正しております。 

 ２３ページを御覧ください。 

 第３款民生費は２億８，６４７万３，０００円の増額補正です。第１項、第１目社会福

祉総務費において、後期高齢者広域連合給付費負担金２，０００万円、返還金を１５万３，

０００円増額し、第３目障害者福祉費において、障害者自立支援給付費、合わせて２，１
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１６万８千円を増額いたしております。 

 次に、第２項第１目児童福祉総務費においては、子ども・子育て支援事業費を７３万７，

０００円、放課後児童対策費など少子化対策費を７１４万９，０００円それぞれ減額し、

第２目保育所費においては、いろは保育園委託料を１，４００万円減額、第３目児童措置

費においては、児童手当給付費を２０４万５，０００円増額し、子育て保護者応援給付金

事業費を２１６万円減額、１８歳以下の子供に対する新しい給付金事業である未来応援給

付金事業費に２億７，１７０万円を増額いたしております。 

 なお、この給付金、子供一人当たり１０万円のうち５万円の現金支給分は、近隣市町と

照らし合わせて、議決承認後の１２月２４日の振込を予定しておりますが、案内通知等に

つきましては、１２月９日より随時発送予定としておりますので、御理解を賜りますよう

お願いいたします。 

 ２４ページに記載しております第５目認定こども園費においては、職員人件費の補正な

ど、合わせて４５４万７，０００円の減額補正をいたしております。 

 ２５ページを御覧ください。 

 第４款衛生費５，７９４万３，０００円の増額補正につきましては、第１目保健衛生総

務費において、中讃広域行政事務組合負担金を１４６万円、償還金を５５万５，０００円

増額し、第２目予防費において、新型コロナウイルスワクチン接種対策事業費など、合わ

せて６，０３８万８，０００円増額、第４目環境衛生費において、職員人件費補正として

６００万円を減額しております。第２項清掃費においては、塵芥処理事業費を２２万５，

０００円、分別収集事業費合わせて１３１万５，０００円それぞれ増額しております。 

 ２６ページをお開きください。 

 第６款農林水産業費の増額補正８，９２２万６，０００円の主なものは、第２目農業総

務費において、職員人件費の補正のほか、第３目農地振興費において、有害鳥獣被害対策

補助金を８３０万円、中山間地域等直接支払制度事業費を４０万円増額、第５目農地費に

おいては、職員人件費の補正のほか、集落営農推進生産基盤整備事業４，５１７万１，０

００円など、土地改良事業費を合わせて７，００３万６，０００円増額計上いたしており

ます。第７目の地籍調査費は、人件費補正として１２０万円増額補正しております。次に、

第２項第３目治山事業費においては、工事費を１５０万円増額補正いたしております。 

 ２７ページを御覧ください。 

 第７款商工費の７８９万円の減額は、職員人件費の補正のほか、第２目観光費において、

コロナ渦により開催中止となった各種イベントなどの事業費を減額補正いたしております。 

 ２８ページを御覧ください。 

 第８款土木費の４９０万円の増額補正は、職員人件費の補正のほか、維持補修事業費で

修繕料など、合わせて５６０万円増額、第４項第２目公園費において、修繕料を３０万円

増額補正いたしております。 

 ２９ページを御覧ください。 



－２８－ 

 第９款消防費の１５２万４，０００円の増額補正は、第１項第２目非常備消防費の修繕

料を１００万円、第４目消防施設費の委託料を５２万４，０００円増額補正いたしており

ます。 

 ３０ページをお開きください。 

 第１０款教育費の１，１９５万８，０００円の増額補正の主なものは、第２項小学校費、

第１目学校管理費において、報酬など小学校管理運営費を合わせて４４２万２，０００円

増額し、第２目教育振興費において、教材備品費を４９万１，０００円増額、第３目学校

建設費において、小学校施設改修工事費、委託料、合わせて８８０万円を増額し、第３項

中学校費、第１目学校管理費では、会計年度任用職員報酬など合わせて２３万８，０００

円を減額し、第４目ＰＦＩ事業費においては、委託料９０万円を減額しております。 

 ３１ページの第５項第１目の社会教育総務費において、文化財保護事業費を合わせて８

万円減額、第６項保健体育費では、報償費、需用費など、合わせて７５万４，０００円を

減額いたしております。 

 ３２ページをお開きください。 

 第１３款諸支出金２，２６２万８，０００円の増額補正は、財政調整金積立金を９０万

円、ふるさと応援基金積立金を２，１００万円、森林整備促進基金積立金を７２万８，０

００円増額計上いたしております。 

 なお、３３ページに地方債の現在高等に関する調書、３５ページから３８ページにかけ

て給与費明細書を添付いたしておりますので、お目通しのほどよろしくお願いいたします。 

 以上、議案第６号 令和３年度まんのう町一般会計補正予算（案）第４号につきまして

御説明申し上げました。 

 御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

 ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  一般会計においては、地方債の現在高は３３ページに、この予算を

執行すると１２４億円ぐらいになるとついております。ところが基金の現在高、この補正

予算を執行すると基金の現在高が幾らになるのか、それが予算書には載ってないわけで、

載ってないとしたら、予算概要説明書とか何らかの意味で説明を求めたい。というのは、

歳出と歳入、お金の出入り、そしてためた金が何ぼあって、借りた金が何ぼあるか、これ

見たら財政運用を間違うことないですね。ためてあるお金の説明がないことになっておっ

て、それをちゃんとためたお金と借りたお金、両方が議会に説明される慣例が確立されれ

ば、積極的に公共インフラ整備に出ても間違うことはないと思います。 

 今年度、基金から１２億円歳入として取り崩すという非常に基金を取り崩すのを積極的

に出ているわけで、その金額が悪いとは申しませんが、ここは基金残高に我々が注目すべ
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きことだと。執行部においても、議会においてもということを申し上げたいわけでありま

す。 

 基金残高が幾らになる見込みなのか。それが、今、分かれば、今、御説明を。そうでな

ければ、また委員会審議において御説明をいただければと思います。以上です。 

○大西樹議長  総務課長、萩岡一志君。 

○萩岡総務課長  御質問にお答えします。 

 基金残高につきましては、前回もそうあったように、タブレットのほうで残高の明細を

つけております。場所はＳｉｄｅＢｏｏｋｓの各種データ集、情報共有の中の総務課を開

けていただきますと、深いんですけども、その中に令和３年１２月の財政関係資料という

青いフォルダがございます。ホームに戻っていただきまして、各種データ集（情報共有）

という青いフォルダが最後のほうにあると思います。それを開けていただきまして、総務

課の青いフォルダを開けていただきますと、これも最後に青いフォルダで、令和３年１２

月財政関係資料がございます。その中に補正予算の概要と、あと令和３年１２月補正予算

の関係で、基金の残高表を載せておりますので、また御覧いただいたらと思います。よろ

しくお願いします。                   （三好勝利議員退席 午前

１１時４８分） 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  的確にタブレット議会を有効に駆使していただいてありがとうござ

います。よく分かります。このような手法を確立して運用していただければとお願いして

おき、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。 

○大西樹議長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  これをもって、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第６号は、総務常任委員会に付託いたします。 

 ここで、会議の途中ではございますが、休憩を取りたいと思います。１３時半よりよろ

しくお願いいたします。 

休憩 午前１１時４９分 

                     （三好勝利議員入室 午前１１時５０分） 

再開 午後 １時３０分 

○大西樹議長  休憩を戻して、会議を再開いたします。 

 

日程第１４ 議案第７号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）

第１号 

○大西樹議長  日程第１４、議案第７号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別会

計補正予算（案）第１号の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 



－３０－ 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第７号 令和３年度まんのう町国民健康

保険特別会計補正予算（案）第１号について、提案理由を申し上げます。 

 ４１ページをお開きください。 

 第１条第１項事業勘定の予算額に歳入歳出それぞれ２億４，８４０万３，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２３億４，１９０万３，０００円とするも

のでございます。 

 それでは、事項別明細書５１ページをお開きください。 

 歳入では、第６款県支出金において、普通交付金を１億４，７００万１，０００円増額

計上し、第１１款繰越金においては、前年度繰越金を１億１４０万２，０００円増額計上

いたしております。 

 ５２ページをお開きください。 

 これに対する歳出といたしまして、第２款保険給付費を一般被保険者療養給付費及び一

般保険者高額療養費と合わせて２億４，５７７万２，０００円増額し、第９款諸支出金に

おいて、特定健康診査等負担金償還金を２６３万１，０００円増額計上いたしております。 

 以上、議案第７号 令和３年度まんのう町国民健康保険特別会計補正予算（案）第１号

について御説明申し上げました。 

 御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はあくまでも総括的、大綱的な質疑にとどめていただ

きたいと思います。質疑はありませんか。 

 ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  国保会計において、保険給付費、これが２億４，５００万円で極め

て大きいわけです。当初の見積りとどこが違ったのか。コロナ対策で医療費全体は下がっ

ておるはずだと思うんですけど、どうしてこういう内容になったのか、概略をお話しいた

だいたらありがたいかと思います。極めて大きな額に驚いております。 

○大西樹議長  福祉保険課長、池下尚治君。 

○池下福祉保険課長  竹林議員さんの質問にお答えしたいと思います。 

 保険給付費は、毎年、県の普通交付金の推移を参考に予算額というのを１２月、今時分

から立てているんですが、令和３年度は、令和２年度が新型コロナウイルスによる受診控

えの反動で少なかったと。ここの歳入でいきますと、繰越金１億円を充てるようになって

ますが、毎年、この繰越金というのは精算したときに発生するということで、繰越金が１

億円も発生することはなかったり、逆に足らずにということが多いので、この年は令和２

年度が少なかったと。コロナウイルスの受診控えの反動から、今年は高額の医療のほうの

給付費が増えております。そちらの高額のほうですね、治療費がよくかかるというほうが

増えてます。その二つによって、想定しとったよりかは随分予算のほうが今から試算して



－３１－ 

いくとちょっと足らないということで、増えるような形となっております。以上でござい

ます。 

○大西樹議長  ５番、竹林昌秀君。 

○竹林昌秀議員  私が心配するのは、国民健康保険税、これが現行ので間に合うのか

どうかということでありまして、保険給付費の中身、補正予算追加分について、常任委員

会でよくよく資料を出して説明していただいたらということをお願いしておきます。以上

です。 

○大西樹議長  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  これをもって、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第７号は、教育民生常任委員会に付託いたします。 

 

日程第１５ 議案第８号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算（案）

第１号 

○大西樹議長  日程第１５、議案第８号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特別

会計補正予算（案）第１号の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第８号 令和３年度まんのう町後期高齢

者医療特別会計補正予算（案）第１号について、提案理由を申し上げます。 

 ５５ページをお開きください。 

 第１条第１項で、歳入歳出それぞれ６４９万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ３億６７９万３，０００円とするものでございます。 

 それでは、事項別明細書６３ページをお開きください。 

 歳入では、第５款繰越金において、前年度繰越金を６４９万３，０００円増額計上いた

しております。 

 ６４ページをお開きください。 

 これに対する歳出といたしまして、第２款第１目後期高齢者医療広域連合納付金におい

て、負担金を６４９万３，０００円増額計上いたしております。 

 以上、議案第８号 令和３年度まんのう町後期高齢者医療特別会計補正予算（案）第１

号について御説明申し上げました。 

 御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了します。 

 ただいま議題となっております議案第８号は、教育民生常任委員会に付託いたします。 

 

日程第１６ 議案第９号 令和３年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）第１

号 

○大西樹議長  日程第１６、議案第９号 令和３年度まんのう町介護保険特別会計補

正予算（案）第１号の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第９号 令和３年度まんのう町介護保険

特別会計補正予算（案）第１号について、提案理由を申し上げます。 

 ８１ページをお開きください。 

 第１条で、歳入歳出それぞれ５，５８０万４，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

を歳入歳出それぞれ２７億８，１３０万４，０００円とするものでございます。 

 事項別明細書７５ページをお開きください。 

 歳入の主なものを説明いたします。 

 まず、第４款国庫支出金において、第１項国庫負担金のうち介護給付費負担金を６８９

万２，０００円増額、第２項国庫補助金を調整交付金等合わせて１５６万１，０００円増

額しております。 

 また、第５款支払基金交付金を介護給付費交付金など合わせて５４７万６，０００円増

額し、第６款県支出金においては、介護給付費負担金を１，６８２万５，０００円増額、

第９款繰入金において、基金繰入金を２，０９９万３，０００円増額、第１０款繰越金に

おいては４０５万７，０００円を増額補正いたしております。 

 ７６ページをお開きください。 

 これに対する歳出といたしまして、第２款保険給付費を１，５００万円増額しておりま

す。これは、施設介護サービス給付費負担金であります。第９款では、償還金を４，０８

０万４，０００円増額計上しております。 

 以上、議案第９号 令和３年度まんのう町介護保険特別会計補正予算（案）第１号につ

いて御説明申し上げました。 

 御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第９号は、教育民生常任委員会に付託いたします。 
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日程第１７ 議案第１０号 令和３年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）第２

号 

○大西樹議長  日程第１７、議案第１０号 令和３年度まんのう町下水道特別会計補

正予算（案）第２号の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第１０号 令和３年度まんのう町下水道

特別会計補正予算（案）第２号について、提案理由を申し上げます。 

 ７９ページをお開きください。 

 第１条第１項で、歳入歳出それぞれ１００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ２億８５６万円とするものでございます。 

 第２条の地方債の補正は、８３ページの第２表を御覧ください。これは、起債の目的に

あるそれぞれの事業について変更分を記載しております。 

 第３条の債務負担行為は、８５ページの第３表を御覧ください。これは、地方自治法第

２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額を

記載しております。 

 それでは、事項別明細書９１ページをお開きください。 

 歳入では、第９款町債において、下水道債を３０万円減額し、資本費平準化債を１３０

万円増額計上しております。 

 ９２ページをお開きください。 

 これに対する歳出といたしまして、第２款施設費において補正額はありませんが、特定

財源を地方債から一般財源に振り替えております。 

 第３款公債費において、償還元金を１００万円増額計上いたしております。 

 なお、９３ページに地方債の現在高等に関する調書を添付いたしておりますので、お目

通しのほどよろしくお願いいたします。 

 以上、議案第１０号 令和３年度まんのう町下水道特別会計補正予算（案）第２号につ

いて御説明申し上げました。 

 御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第１０号は、建設経済常任委員会に付託いたします。 
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日程第１８ 議案第１１号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別会計補正予算（案）

第２号 

○大西樹議長  日程第１８、議案第１１号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別

会計補正予算（案）第２号の件を議題といたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 町長、栗田隆義君。 

○栗田町長  ただいま上程されました、議案第１１号 令和３年度まんのう町農業集

落排水特別会計補正予算（案）第２号について、提案理由を申し上げます。 

 ９７ページをお開きください。 

 第１条で、地方自治法第２１４条の規定により、債務を負担する行為をすることができ

る事項、期間及び限度額は、第１表債務負担行為で記載しております。 

 それでは、第１表９９ページをお開きください。 

 長炭中部クリーンセンター汚水処理施設維持管理業務におきまして、令和４年度、２６

０万円を限度額とする債務負担行為を定めたものでございます。 

 以上、議案第１１号 令和３年度まんのう町農業集落排水特別会計補正予算（案）第２

号について御説明申し上げました。 

 御審議の上、御議決賜りますようよろしくお願いいたします。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。本議案は委員会付託を予定しておりますので、質疑はあく

までも総括的、大綱的な質疑にとどめていただきたいと思います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 ただいま議題となっております議案第１１号は、建設経済常任委員会に付託いたします。 

 

日程第１９ 発委第１号 米価下落対策を求める意見書 

○大西樹議長  日程第１９、発委第１号 米価下落対策を求める意見書の件を議題と

いたします。 

 提出者から提案理由の説明を求めます。 

 建設経済常任委員長、川原茂行君。 

○川原茂行建設経済常任委員長  発委第１号 米価下落対策を求める意見書を、まん

のう町議会会議規則第１４条の規定により提出いたします。 

 提出者は、建設経済常任委員会委員長、川原茂行です。 

 本意見書は、さきの建設経済常任委員会において全会一致で提出することとなっており

ます。 

 それでは、提案理由を申し上げます。 

 お手元にお配りしております案文を読み上げて説明に代えさせていただきます。 
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 米価下落対策を求める意見書。 

 稲作は日本農業の根幹であり国民の主食である米の生産が危ぶまれる事態は断じてあっ

てはならないことである。 

 令和３年度米のＪＡ概算金等が大幅に下落したことから、本町の米生産者も多大な経済

的影響を受けている。 

 全国的に米の消費量が減少している中、昨今のコロナ禍の影響もあり、今後の米の消費

動向はますます不透明であり、このままでは生産者の営農意欲が喪失し後継者不足もあい

まって、今後離農がますます加速していくことが懸念されている。 

 国においては、米の消費拡大、作付転換等の需給対策に取り組んではいるが十分な改善

には至っていないのが現状である。 

 不測の事態に備えた総合的な食料安全保障の確立に向け、今後、生産者の意欲を損なう

ことなく安定的な米価の下で農家の所得確保が図られるよう、施策を展開していくことが

国の責務であると考える。 

 よって、国においては、米の需給バランスの安定化と需要の促進を図るためにあらゆる

政策手段を講じ度重なる米価下落に歯止めをかけるとともに、逼迫した米生産者の経営安

定化に向けた緊急対策を強力に実施するよう、強く要望する。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により、両院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣に提

出をするものです。 

 御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。以上で説明を終わります。 

○大西樹議長  これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。 

 これより、質疑に入ります。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  質疑なしと認めます。これをもって、質疑を終了いたします。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております発委第１号は、会議規則第３９条第３項の規定により、

委員会付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 

 よって、発委第１号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  討論なしと認めます。これをもって、討論を終了いたします。 

 これより、発委第１号 米価下落対策を求める意見書の件を採決いたします。本案は、

原案のとおり決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○大西樹議長  異議なしと認めます。 



－３６－ 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 なお、次回会議の再開は、１２月７日、午前９時３０分といたします。本議場に御参集

願います。 

 本日はこれで散会します。お疲れさまでした。 

散会 午後１時５２分 

 

 

 

  



－３７－ 
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